
京 都 大 学 受 託 研 究 取 扱 規 程 等 新 旧 対 照 表 

改    正    前 改    正    後 

京都大学受託研究取扱規程 

（平成１６年達示第９７号） 

 

（前 略） 

（受入れの決定の通知） 

第７条 部局の長は、受託研究の受入れを決定し

たときは、総長及び委託者に当該研究に係る研

究担当者、研究に要する経費、研究期間等の事

項を通知し、及び当該部局の受託研究に係る事

務を処理する共通事務部（複合原子力科学研究

所及び附属図書館にあっては部局事務部、環境

安全保健機構、情報環境機構、産官学連携本部、

オープンイノベーション機構及び国際戦略本

部並びに高大接続・入試センターにあっては当

該機構等の事務を行う事務本部の部）の長（以

下「事務部の長」という。）に報告するものと

する。 

（後 略） 

 

 

 

 

 

京都大学民間等共同研究取扱規程 

（平成１６年達示第９８号） 

 

（前 略） 

（受入れの決定の通知） 

第６条 部局の長は、共同研究の受入れを決定し

たときは、総長及び民間機関等に当該研究に係

る研究代表者等、民間等共同研究員、民間機関

等が負担する共同研究経費、研究場所、研究期

間等の事項を通知し、及び当該部局の共同研究

に係る事務を処理する共通事務部（複合原子力

科学研究所及び附属図書館にあっては部局事

務部、環境安全保健機構、情報環境機構、産官

学連携本部、オープンイノベーション機構及び

国際戦略本部並びに高大接続・入試センターに

あっては当該機構等の事務を行う事務本部の

 

 

 

 

（受入れの決定の通知） 

第７条 部局の長は、受託研究の受入れを決定し

たときは、総長及び委託者に当該研究に係る研

究担当者、研究に要する経費、研究期間等の事

項を通知し、及び当該部局の受託研究に係る事

務を処理する共通事務部（複合原子力科学研究

所及び附属図書館にあっては部局事務部、環境

安全保健機構、情報環境機構、成長戦略本部及

び国際戦略本部並びに高大接続・入試センター

にあっては当該機構等の事務を行う事務本部

の部）の長（以下「事務部の長」という。）に

報告するものとする。 

 

 

附 則（令和６年達示第３２号） 

 この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

（受入れの決定の通知） 

第６条 部局の長は、共同研究の受入れを決定し

たときは、総長及び民間機関等に当該研究に係

る研究代表者等、民間等共同研究員、民間機関

等が負担する共同研究経費、研究場所、研究期

間等の事項を通知し、及び当該部局の共同研究

に係る事務を処理する共通事務部（複合原子力

科学研究所及び附属図書館にあっては部局事

務部、環境安全保健機構、情報環境機構、成長

戦略本部及び国際戦略本部並びに高大接続・入

試センターにあっては当該機構等の事務を行

う事務本部の部）の長（以下「事務部の長」と



 
 

改    正    前 改    正    後 

部）の長（以下「事務部の長」という。）に報

告するものとする。 

（後 略） 

 

 

 

 

 

京都大学臨床研究等取扱規程 

（平成３０年達示第３６号） 

 

（前 略） 

（受入れの決定の通知） 

第１１条 部局の長は、臨床研究等の実施に係

る研究資金等の受入れを決定したときは、総

長及び資金提供者に当該臨床研究等に係る研

究実施責任者、研究資金等、研究期間等の事

項を通知し、及び当該部局の臨床研究等に係

る事務を処理する共通事務部（複合原子力科

学研究所にあっては複合原子力科学研究所事

務部、医学部附属病院にあっては臨床研究等

の内容に応じて医学・病院構内共通事務部又

は医学部附属病院事務部、環境安全保健機構

にあっては施設部、オープンイノベーション

機構にあっては研究推進部）の長（以下「事

務部の長」という。）に報告するものとする。 

（後 略） 

 

 

 

 

 

京都大学学術指導取扱規程 

（平成２６年達示第３４号） 

 

（前 略） 

（実施決定の通知） 

第７条 部局の長は、学術指導の実施を決定した

いう。）に報告するものとする。 

 

 

附 則（令和６年達示第３２号） 

 この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

（受入れの決定の通知） 

第１１条 部局の長は、臨床研究等の実施に係る

研究資金等の受入れを決定したときは、総長及

び資金提供者に当該臨床研究等に係る研究実

施責任者、研究資金等、研究期間等の事項を通

知し、及び当該部局の臨床研究等に係る事務を

処理する共通事務部（複合原子力科学研究所に

あっては複合原子力科学研究所事務部、医学部

附属病院にあっては臨床研究等の内容に応じ

て医学・病院構内共通事務部又は医学部附属病

院事務部、環境安全保健機構にあっては施設

部、成長戦略本部にあっては渉外・産官学連携

部）の長（以下「事務部の長」という。）に報告

するものとする。 

 

附 則（令和６年達示第３２号） 

 この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

（実施決定の通知） 

第７条 部局の長は、学術指導の実施を決定した



 
 

改    正    前 改    正    後 

ときは、総長及び依頼者に指導担当者、指導料、

指導期間等の事項を通知し、及び当該部局の学

術指導に係る事務を処理する共通事務部（複合

原子力科学研究所及び附属図書館にあっては

部局事務部、環境安全保健機構、情報環境機構、

産官学連携本部、オープンイノベーション機構

及び国際戦略本部並びに高大接続・入試センタ

ーにあっては当該機構等の事務を行う事務本

部の部）の長（以下「事務部の長」という。）

に報告するものとする。 

（後 略） 

 

ときは、総長及び依頼者に指導担当者、指導料、

指導期間等の事項を通知し、及び当該部局の学

術指導に係る事務を処理する共通事務部（複合

原子力科学研究所及び附属図書館にあっては

部局事務部、環境安全保健機構、情報環境機構、

成長戦略本部及び国際戦略本部並びに高大接

続・入試センターにあっては当該機構等の事務

を行う事務本部の部）の長（以下「事務部の長」

という。）に報告するものとする。 

 

 

附 則（令和６年達示第３２号） 

 この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 


